
障害者福祉課 

 

  議案第１１２号   

港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例について 

 

区立障害者グループホーム芝浦（以下「グループホーム芝浦」といいます。）は、

令和５年度末に現在の指定期間が終了します。新たな指定期間の開始に合わせ、グル

ープホーム芝浦の運営方法を変更し、利用料金制度を導入するため、港区立障害者グ

ループホーム条例（以下「条例」といいます。）の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

グループホーム芝浦は、平成２６年１１月の開設当初から指定管理者制度を導入

し、施設運営に係る経費の財源は区からの指定管理料のみとしました。指定管理料

のみによる運営の場合、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（以下「障害者総合支援法」といいます。）に基づく障害福祉サービス等報酬は、

全額が区の収入となり、指定管理者の経営努力を促進しにくい状況でした。 

このたび、令和６年度以降の新たな指定期間に合わせ、指定管理者の創意工夫に

より、利用者に対してよりきめ細かいサービスを提供できる利用料金制度を導入す

るため条例の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）利用料金制度を導入し、障害者総合支援法に基づくサービスを利用する者が 

指定管理者に支払う費用について規定します。 

 （２）その他規定の整備 

     

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

令和４年１１月２８日 資料№１  
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 



港
区
立
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
利
用
の
不
承
認
） 

（
利
用
の
不
承
認
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

（
利
用
の
契
約
） 

 

第
七
条
の
二 

共
同
生
活
援
助
及
び
短
期
入
所
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
区 

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
利
用
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
利
用
料
金
） 

（
使
用
料
） 

第
九
条 

第
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
事 

業
を
利
用
す
る
者
は
、
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（ 

次
条
に
お
い
て
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の 

額
の
合
計
額
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
事
業
の
利
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用 

料
金
」
と
い
う
。
）
と
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

利
用
者
が
納
め
る
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
使
用
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す 

る
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
短
期
入
所
を
利
用
す
る
と
き
は
、
第
一
号
の
使
用
料 

に
限
る
。 

 

一 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基 

準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
共
同
生
活
援
助
又
は
短
期 

一 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基 

準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
共
同
生
活
援
助
又
は
短
期 

令和４年１１月２８日 資料№１‐２ 

保 健 福 祉 常 任 委 員 会  

1 



入
所
の
利
用
に
要
し
た
費
用
の
額
（
次
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
を
除
く
。
） 

を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
共
同
生
活
援
助
又
は
短
期
入
所
の
利
用
に
要 

し
た
費
用
の
額
） 

入
所
の
利
用
に
要
し
た
費
用
（
次
号
に
定
め
る
使
用
料
及
び
第
十
二
条
第
一 

項
に
定
め
る
費
用
を
除
く
。
）
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
共
同
生 

活
援
助
又
は
短
期
入
所
の
利
用
に
要
し
た
費
用
の
額
） 

 

二 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住 

若
し
く
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
又
は
創 

作
的
活
動
若
し
く
は
生
産
活
動
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定 

め
る
費
用
の
額 

 

二 

月
額
二
万
円 

 

２ 

前
項
第
二
号
の
使
用
料
は
、
月
の
中
途
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利

用
を
開
始
し
、
又
は
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利
用
を
終
了
し
、
若
し
く
は
利
用
の

承
認
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
日
割
計
算
に
よ
り
算
出
す
る
。 

（
利
用
料
金
の
減
免
等
） 

（
使
用
料
の
徴
収
） 

第
十
条 

指
定
管
理
者
は
、
区
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
利
用
料
金
（
前
条 

第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
又
は
滞
在
に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
を
減
額
し
、 

若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
当
該
費
用
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
条 

区
長
は
、
利
用
者
が
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利
用
を
開
始
し
た
日
か
ら
使

用
料
を
徴
収
す
る
。 

 

２ 

利
用
者
は
、
区
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
使
用
料
の
減
免
及
び
徴
収
猶
予
） 

第
十
一
条
及
び
第
十
二
条 

削
除 

 
第
十
一
条 

区
長
は
、
区
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
（
第
九
条
第
一

項
第
二
号
の
使
用
料
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
減
額
し
、

若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
使
用
料
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
利
用
者
の
負
担
す
る
費
用
） 

 

第
十
二
条 
利
用
者
は
、
第
九
条
に
定
め
る
使
用
料
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
費
用

を
負
担
す
る
。 
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一 

食
材
料
費
。
た
だ
し
、
利
用
者
が
短
期
入
所
を
利
用
す
る
と
き
は
、
食
事

の
提
供
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。 

 

二 

電
気
、
ガ
ス
及
び
上
下
水
道
の
使
用
料 

 

三 

利
用
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
修
繕
に
要
す
る
費
用 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
区
長
が
指
定
す
る
費
用 

 

２ 

区
長
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
利
用
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と

が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
利
用
者
に

負
担
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
利
用
の
承
認
の
取
消
し
） 

（
利
用
の
承
認
の
取
消
し
） 

第
十
五
条 

区
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
グ
ル
ー
プ 

ホ
ー
ム
の
利
用
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
五
条 

区
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
グ
ル
ー
プ 

ホ
ー
ム
の
利
用
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

正
当
な
理
由
が
な
く
利
用
料
金
を
三
月
以
上
滞
納
し
た
と
き
。 

五 

正
当
な
理
由
が
な
く
使
用
料
を
三
月
以
上
滞
納
し
た
と
き
。 

六 

（
略
） 

六 

（
略
） 

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
明
渡
し
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
明
渡
し
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

（
損
害
賠
償
の
義
務
） 

 

第
十
六
条
の
二 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
施
設
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
区
長
が
相 

当
と
認
め
る
損
害
額
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
区
長
が
や
む 

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
額
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す 
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る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

 
 

 

付 

則 
 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
港
区
立
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
条
例
第
九
条 

の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の 

利
用
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
利
用
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の 

例
に
よ
る
。 

３ 

施
行
日
前
の
利
用
分
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
等
に
関
し
て
は
、
こ
の
条
例
に 

よ
る
改
正
前
の
港
区
立
障
害
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
条
例
第
十
条
第
二
項
及
び
第 

十
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 
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